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付議した案件 

（1） 農地法第３条の規定による許可申請承認について 

（2）  農地法第５条の規定による許可申請承認について 

（3）  農用地利用集積計画の決定について 

（4） 農用地利用集積計等促進計画（案）について 

（5） 農地法の適用を受けない土地の証明について 

（6） 農地所有適格法人の承認について 

 

会議の日程 

 

  日程第１ 

 

会議録署名委員の指名について 

 

  日程第２ 

 

会期の決定について 

 

日程第３ 

 

議案第 39号 .農地法第３条の規定による許可申請承認について 

 

議案第 40号 .農地法第５条の規定による許可申請承認について 

 

議案第 41号 .農用地利用集積計画の決定について 

 

議案第 42号 .農用地利用集積計等促進計画（案）について 

 

議案第 43号  農地法の適用を受けない土地の証明について 

 

議案第 44号  農地所有適格法人の承認について 

 

 

 

 

 

 

 

 



議長   ただ今から、令和 6 年第 8 回新富町農業委員会定例総会を開会いた

します。本日の出席者は農業委員 7 名、農地利用最適化推進委員 8 名

であります。定足数に達していますので総会は成立しております。 

 

議長   7月定例総会以降における業務報告につきましては、お手元に配布の

とおりです。  

                                          

 

議長   日程第１ 会議録署名委員の指名を行います。 

会議録署名委員に 13番 倉永英生委員、14番 新惠浩二委員を指名

いたします。 

                                        

    

議長   日程第２ 会期の決定の件を議題といたします。 

お諮りします。本定例会の会期は本日 1日間としたいと思いますが、

異議ありませんか。 

 

（異議なし声あり） 

 

議長   異議なしと認めます。よって、本定例会の会期は、本日 1日間と決定

いたしました。 

                                      

 

議長   それではさっそく議事に入りたいと思います。 

          日程第 3 議案第 39号「農地法第 3条の規定による許可申請承認に 

ついて」を議題といたします。 

 

議長   その１について、現地調査の報告を含め事務局に説明を求めます。 

 

事務局  それでは、その 1についてご説明いたします。 

譲受人は■■■■さん、譲渡人は■■■■■さん、申請地は大字新田 

字■■■■■■■、畑で 1,613㎡です。所有権移転の対価額は■■円 

で 10aあたり■■■■円となっております。譲受人は隣接地で■■■ 

を経営しており、その原料を生産するため農地を取得するものです。 

 次に、現地調査についてご報告いたします。事務局にて現地を確認し 

た結果、ブルーベリーが作付けがしてあり問題のない土地でした。説明 

は以上です。 



議長   担当委員の補足説明はないですか。 

 

鬼塚   ありません。 

 

議長   ただ今、説明が終わりましたがご質問等はないですか。 

 

議長   質問はないですか。 

 

議長   それでは、質問もないようですので採決いたします。 

議案第 39号について、承認される方の挙手を求めます。 

 

議長   挙手全員ですので、議案第 39号については申請どおり承認されまし

た。 

                                     

 

議長   次に、議案第 40 号 「農地法第 5 条の規定による許可申請承認につ

いて」を議題といたします。 

 

議長   それでは、その 1について事務局に説明を求めます。 

 

事務局  その１についてご説明いたします。現地調査資料の５ページ目をご

覧ください。 

     譲受人は■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■さん、譲渡人

は■■■■さんです。申請地は■■■■■■■■及び■■で新富■■

■から西に 10ｍ進んだ土地になります。（航空写真で現地を示して説明）

登記地目が田で２筆とも 262 ㎡で所有権移転の土地代それぞれ■■■

円です。申請内容は３棟の宅地分譲で、建築面積は合計 232.69㎡にな

ります。現地調査資料６ページの利用計画図をご確認ください。申請理

由は議案書記載のとおりで、都市計画区域の第１種住居地域にある農

地になりますので第３種農地と判断しており、許可相当と判断しまし

た。 

 

議長   それでは地元委員も兼ねて、現地調査の報告をお願いします。  

 

議長   ７番  太田 茂 委員 

 

太田   ７番が現地調査の報告をいたします。先ほど事務局から説明があり



ましたように都市計画区域内になり、住宅地になりますので排水等も

問題ありません。 

 

議長   次に、その２について事務局に説明を求めます。 

 

事務局  その２についてご説明いたします。現地調査資料の１ページ目をご

覧ください。 

     譲受人が■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■さん、譲渡人

が■■■■さんです。申請地は大字新田■■■■■■■で宮崎■■■

■■■■■■から西に 150ｍほど進んだ土地になります。（航空写真で

現地を示して説明）登記地目が田の 666㎡で、所有権移転の土地代は■

■■■円です。申請内容は■■事業用倉庫建築になります。現地調査資

料２ページ目の利用計画図をご確認ください。 

申請理由は議案書記載のとおりで、第２種農地と判断しており許可

相当と判断いたしました。説明は以上でございます。 

 

議長   それでは地元委員も兼ねて、現地調査の報告をお願いします。  

 

議長   ９番  長友 保 委員 

 

長友保  ９番長友が現地調査の報告をいたします。只今説明があった通りで

ございます。何ら問題ないがないということでございました。以上です。 

 

議長   次に、その３ついて事務局に説明を求めます。 

 

事務局  その３についてご説明いたします。現地調査資料の３ページ目をご

覧ください。 

     譲受人が■■■■さん、譲渡人が■■■■さんです。申請地は大字上

富田■■■■■■で、■■■■■■■■■の前の県道を挟んだ北側の

土地になります。（航空写真で現地を示して説明）登記地目が田の 364

㎡で土地代は■■■円になります。申請内容は一般個人住宅建築で、建

築面積は 103.93㎡になります。現地調査資料４ページ目の利用計画図

をご確認ください。 

申請理由は議案書記載のとおりで、第２種農地と判断しており許可

相当と判断いたしました。説明は以上でございます。      

 

議長   それでは地元委員も兼ねて、現地調査の報告をお願いします。  



議長   ７番  太田 茂 委員 

      

太田   ７番太田が３番について説明したいと思います。場所は下城元にな

ります。説明がありました様に■■■■■の前で現在奥の方に１件家

が建設中であります。排水等も何ら問題ないかと思います。以上です。 

 

議長   次に、その４ついて事務局に説明を求めます。 

 

事務局  その４についてご説明いたします。現地調査資料の７ページ目をご

覧ください。 

     譲受人が■■■■■■さん■■■■■さん、譲渡人は■■■■さん

です。申請地は富田■■■■■■で■■■■の作業場から東に 30ｍ進

んだ土地になります。（航空写真で現地を示して説明）登記地目が畑の

295㎡で所有権移転の土地代■■■■円です。申請内容は一般個人住宅

で、建築面積は 93.26㎡になります。現地調査資料８ページ目の利用計

画図をご確認ください。 

申請理由は議案書記載のとおりでございます。こちらが都市計画区

域の準工業地域内にある農地になりますので第３種農地と判断し、許

可相当と判断しました。以上です。 

 

議長   それでは地元委員も兼ねて、現地調査の報告をお願いします。  

 

議長   ７番  太田 茂 委員 

 

太田   ７番太田が４番について説明いたします。事務局の説明どおり、都市

計画地域内にありまして、何ら問題ないかと思います。以上です。 

 

議長   ただ今、議案第 40号について説明が終わりましたが、質問等はない

ですか。 

 

議長   質問はないですか。 

 

議長   それでは、質問もないようですので採決いたします。 

  議案第 40号について、承認される方の挙手を求めます。 

 

議長   挙手全員ですので、議案第 40号については申請どおり承認されまし

た。よって、申請どおり県知事に進達する事といたします。 



                                      

 

議長   次に、議案第 41号 「農用地利用集積計画の決定について」を議題と

いたします。提案理由について事務局の説明を求めます。 

 

事務局  議案第 41 号の提案理由についてご説明いたします。議案第 41 号農

用地利用集積計画につきましては、農業経営基盤強化促進法第 18条第

1項の規定に基づき、農用地利用促進計画を決定するために議案として

上程するものでございます。 

 

議長   それでは、その１の所有権移転について関係委員の説明を求めます。 

 

     ６番  藤井貞敏 委員 

 

藤井   ６番藤井が説明させていただきます。農地は新田■■■■と■■■

■で２筆になります。合計面積が 2,861㎡、田で、譲渡人が新富町新田

■■■■の■■■■さん。譲受人が大字新田■■■■■の■■■■さ

んです。売買価格が■■■円、10a当たりが■■■■円で引渡時期が令

和 6年 9月 30日になっております。施設園芸のために購入と聞いてお

ります。この案件は長友保委員とのあっせんです。以上です。 

 

議長   次に、その２の所有権移転について関係委員の説明を求めます。 

 

     ３番  山口弘安 委員 

 

山口   ３番山口がその２について説明いたします。農地の所在地が三納代

■■■■■、畑の１筆で 8,158㎡。譲渡人が■■■■■さん、譲受人が

■■■■さん。この方は養鶏業をしていまして、将来の埋却地として購

入されるということです。10aの単価が■■■円で、■■■■■円で購

入となりました。この件は中山委員との共同あっせんです。以上です。 

 

議長   ただ今、議案第 41号について説明が終わりましたが、ご質問等はな

いですか。 

 

太田   ちょっといいですか。１番の 10a 当たり■■■■円となっているん

ですが、最近希にみる高値だと思って。ハウスを建てる用地ですか。 

 



長友保  これは土屋さんが建てようとしていたところを■■■円で買うと言

われたのでそのまま■■■■で買うということになりました。ハウス

建てる場所は逆で、前のところとからこっちに変わったからもう■■

円でいいと言われたので。 

 

太田   わかりました。 

 

議長   了解ですか。 

 

太田   はい。 

 

議長   ほかに質問はないですか。 

 

議長   それでは、質問もないようですので採決いたします。 

議案第 41号について承認される方の挙手を求めます。 

 

議長   挙手全員ですので、議案第 41号については承認されました。 

 

                                      

 

議長   次に、議案第 42号「農用地利用集積等促進計画（案）ついて」を議

題といたします。提案理由について事務局の説明を求めます。 

 

事務局  議案第 42 号の提案理由についてご説明いたします。議案第 42 号農

用地利用集積等促進計画（案）につきましては、農地中間管理事業の推

進に関する法律第 18 条第 11 項の規定に基づき、農用地利用集積等促

進計画を定めるべきことを農地中間管理機構に対して要請するために

議案として上程するものでございます。 

 

議長   それでは、その 1からその 49まで一括して事務局に説明を求めます。 

 

事務局  議案第 42号についてご説明いたします。農地中間管理事業の地域案 

件および個別案件で、賃貸借が 41件、使用貸借が８件の計 49件にな 

ります。なお、借り手予定者につきましては、32、33ページの様式第 

７号の農地利用集積等促進計画（案）をご確認ください。以上、説明と 

いたします。 

 



議長   ただ今、議案第 42号について説明が終わりましたが、ご質問等はな

いですか。 

 

議長   質問はないですか。 

 

議長   それでは、質問もないようですので採決いたします。 

議案第 42号について承認される方の挙手を求めます。 

 

議長   挙手全員ですので、議案第 42号については承認されました。 

 

                              

 

議長   次に、議案第 43 号「農地法の適用を受けない土地の証明について」

を議題といたします。 

 

議長   それでは、その 1について事務局に説明を求めます。 

 

事務局  それではご説明いたします。29 ページ目をご覧ください。また、非

農地現地調査資料の 1ページ目も一緒にご覧ください。 

申請人は■■■■さんで、申請地は大字新田■■■■■■■■、新田

■■■■■■■■■■■から東に 10ｍほど進んだ土地になります。（航

空写真で現地を示して説明）登記地目が畑の 241 ㎡になっております

が、現況は宅地になっておりましてこちらで課税もされております。四

方が進入路のない土地になっておりまして、申請理由は議案書に記載

のとおりでございます。説明は以上です。 

 

議長   それでは現地調査の報告をお願いします。 

 

     ９番  長友 保 委員 

 

長友保  ９番長友が現地調査の報告をいたします。只今説明があったとおり

でございます。調査員全員、何ら問題ないということでございます。 

 

議長   ただいま議案第 43号について説明が終わりましたが、質問等はない

ですか。 

 

議長   質問等はないですか。 



議長   それでは質問もないようですので採決いたします。 

     議案第 43号について、承認される方の挙手を求めます。 

 

議長   挙手全員ですので、議案第 43号については承認されました。したが

いまして、非農地通知書を関係各所に送付いたします。 

 

                              

 

議長   つぎに、議案第 44号「農地所有適格法人の承認について」を議題と

いたします。 

 

議長   議案の内容について事務局の説明を求めます。 

 

事務局  それでは、32ページをご覧ください。 

農地法第 2条第 3項の規定に基づく農地所有適格法人要件について 

審査の申し出がありました。これは、法人として農地の取得を希望する 

場合には、農地所有適格法人としての要件を満たす必要があることか 

ら、農地を取得する際にその前段に要件に適合するか審査するもので 

あります。 

申請法人は、■■■■■■■■■■■です。設立は平成 4 年 3 月 23

日、代表取締役は■■■■さんで、構成員は 2名、資本金は 1,000万円

の株式会社です。令和 6 年 1 月 1 日に有限会社 ■■■■■を吸収合

併しており、■■■■が農地を 31,987㎡所有していることから申請さ

れました。事業は、主に甘藷の栽培・加工、販売を行い、■■■■■■

■■行っています。 

議決要件については、総議決権の過半は農業関係者であることが必

要ですが、申請者は株全てを代表取締役が有しており、割合が 100％と

なっていることから要件を満たしています。 

次に、役員要件については、理事等の過半は農業に常時従事（原則年

間 150日以上）する構成員であること、また、理事等又は農業について

権限と責任を有する使用人のうち、1人以上の者が農作業に従事（原則

年間、60 日以上）となっていますが、これについても要件を満たして

おります。 

なお、農地所有適格法人としての認定日については、はじめて農地を

取得する際、農業委員会において権利設定の許可がされた日をもって

認められるものであります。 

以上のことから、申請者は、農地所有適格法人の要件を全て満たして



おります。説明は以上です。 

 

議長   ただ今、事務局からの説明が終わりましたが、ご質問等はないですか。 

 

議長   質問はないですか。 

 

議長   それでは質問もないようですので採決いたします。 

議案第 44号について、承認される方の挙手を求めます。 

 

議長   挙手が全員ですので、議案第 44号については承認されました。 

 

                                      

 

議長   以上で、令和 6年 8月 28日開会の第 8回新富町農業委員会定例総会

に付議されました案件は全て審議終了しました。これをもって閉会い

たします。ありがとうございました。 

 

 

令和６年  月  日 

 

                    会  長            

 

                    署名委員            

 

                    署名委員            


